
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



はじめに 
 

三島市は、県内他市町に先駆けて、平成 26年 6月に三

島市文化振興基本条例を制定し、この条例に基づき、平成

28年 3月に三島市の文化振興の指針として、令和 7年度

を目標年度とする「三島市文化振興基本計画」を策定しま

した。「創造力あふれる人とまち・みしま」を将来都市像と

して掲げ、以降、本計画に基づき、市民の皆様のご理解と

ご協力のもと文化振興施策を展開しています。三島市民文

化会館の大規模改修についても本計画に規定しており、令和 2年 10月にリニューア

ルオープンしたところです。 

このたび、計画策定から 5年を経過するのにあたり中間見直しを行い、後期計画を

策定しました。 

世界に類を見ないスピードで「人口減少・超高齢社会」が進み、経済規模の縮小、

社会保障費の増大など我が国が直面している課題に加え、新型コロナウイルス感染症

への対応など、これまでにない様々な課題に直面しており、解決のきっかけとなる可

能性がある文化の価値(文化の力)を生かす取組が求められています。 

ここに策定しました「三島市文化振興基本計画後期計画」では、令和 3年度から令

和 7年度までの後期 5年間の文化振興施策について、「文化の種をまこう」、「文化の

庭をつくろう」、「文化の花をさかそう」を基本方針として、文化に出会うきっかけづ

くり、文化を育む環境づくり、文化を通じたまちの魅力づくりのための取り組みによ

り、文化の力による品格と活力あるまちづくりを進めるとともに、市民の皆様による

自発的、主体的な文化芸術活動を支援してまいります。 

本市においては、市民の皆様の文化芸術活動が大変活発であり、貴重な文化財・伝

統芸能の後世への継承とともに、美しく品格あるまちづくりに欠かせないもので、生

活に潤いや豊かさを与えるものとなっております。 

結びに、本計画の策定にあたり、熱心にご審議いただきました三島市文化振興審議

会の委員の皆様をはじめ、ヒアリングにご協力いただいた文化芸術団体及び文化施

設、市民意識調査にご回答いただいた皆様に心から厚くお礼申し上げます。 

 

令和３年 3月 

三島市長   
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